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北町工業団地 と安平地区にあります安平工業団地、この 3つ の工業団地が町

内にございます。その他追分地区には工場適地 とい う事でございますが、こ

こはあくまでも工業適地 とい う事で工業団地 とい う事にはな りません。そ う

言った事で只今 ご意見ございました団地がそれぞれの工業団地が分かる地図

等の配布の関係でございますが、これは町のホームページにも既に載せてご

ざいますのでそ う言った所で検索 して頂きたいと、もし必要であれば後程こ

ちらの方で用意致 しま してお配 り致 します。それ と参考までですが、先程お

話 した町内の工業団地での団地におきます従業員、就労状況でございますが、

合計で 13社創業 してお りました約 290名 の雇用 とい う事になってございま

す。以上です。

○議長 (牧 田弘満君 )

08番 (米川恵美子君 )

宜しいですか。

は い 。

ヽ´

○議長 (牧田弘満君) はい。他に質疑はございますか。なければこれで行政報

告を終わ ります。

◎ 日程第 6 -般 質問

○議長 (牧 田弘満君) 日程第 6、 一般質問を行います。確認の為申し上げます。

一般質問は 1問 1答方式により行います。尚、 1議員、質問と答弁を合わせ

て 1時間以内と時間制限があります。又先程議会運営委員長から報告の通 り

通告内容を逸脱せず、簡潔に行 うよう宜 しくお願い致 します。理事者側の答

弁もそのようにお願い致 します。尚、議場の前後に残 り時間を掲示 してお り

ますので時間内に質問及び答弁を終えるようお願い致 します。それでは通告

順に発言を許 します。

3番吉岡政昭議員の一般質問を許 します。

【通告No。1 3番 吉岡政昭 議員】

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君 )

○議長 (牧 田弘満君 )

03番 (吉岡政昭君 )

は い 。

吉岡議員。

はい。3番吉岡です。私は黒塗 りの交渉記録では何故 2000
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万円以上 もの弁償をさせ られたのか分からない、真実を問 う。 とぃ うタイ トルで質問致 します。ここで言 う交渉記録 と申し上げましたのは前回の議会でも明らかにしましたょぅに安平町が千歳市の土地所有者から借 りた土地に工業請負業者が産業廃棄物を不法投棄 した件に関 して、土地所有者から指摘を受け、賠償問題を含む交渉が行われました。その交渉記録の事であ ります。ただその内容は町民 目線で見れば、或いは町民の立場で言えばあま りにも大きな問題を多 く含んでお ります。その第~は
、2000万 円以上の賠償金の根拠が必ず しも明確ではあ りません。その第二は、協議記録にある多くの黒塗 りの問題があ ります。200o万 円以上の税金を支払つた町民の立場か ら言えばことの顛末の全てを隠蔽する事なく真実を明らかにする必要があ ります。私は限られた時間であ りますけれ ども、この問題、黒塗 りの交渉記録の問題に関して質 していきたいと思います。

まず質問致します。第 1回 目の協議の時の出席者を確認致 します。記録に
よ

03番 (吉岡政昭君 )

○議長 (牧田弘満君 )

03番 (吉岡政昭君 )

6回 日、 7回 日、

03番 (吉岡政昭君 )

○議長 (牧田弘満君 )

03番 (吉岡政昭君 )

です。

〇議長 (牧田弘満君 )

ります と土地管理者の牟田晴美氏、それに塩谷建設課長、本田主幹 と記録_ヽ´

(=, れております。もう1人おりますね 黒塗 りになつてお りますけれ どもわか りません。 塗 りになった人物の を言つて下 さい。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君)建 設課長。
○建設課長 (塩谷慎嗣君) その黒塗 りにした部分につきましては今回の交渉の

中でご本人 さんのご友人 とい う事でご出席 されてお りまして、そこについては非公開とさせて頂きました。

〔吉岡議員挙手〕

は い 。

吉岡議員。

はい。この黒塗 りの人物 とい ぅのは 1回 目の他に 4回 日、9回 目にも出席 してきてお ります。同じ人物ですか。

(答弁側資料照合中)

〔吉岡議員挙手〕

は い 。

吉岡議員。

宜 しいですか、時間の関係があ りますので後で も宜 しい

後で宜 しいですか。

ヽヽ _´
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03番 (吉岡政昭君) 宜 しいです。

○議長 (牧 田弘満君) 質問を続けますか。

03番 (吉岡政昭君)続 けます。

○議長 (牧 田弘満君) はい。

03番 (吉岡政昭君)公 表出来ない根拠、一応条例を根拠 している事は文書で

受けてお りますけれ ども、それについては後 日触れたい と思いますが、それ

では次にですね、 2回 目の協議の時に牟田氏から次回の協議は黒塗 りの人に

も同席 してもらうと発言 してお ります。この黒塗 りの人はどなたですか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君)先 程黒塗 りに した方 とい うことで非公開 と申しま し

たけれ ども、その方だ と思います。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

〇議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 具体的に聞きますけれ ども、この黒塗 りの人物、最初の

人物をXと しますね、後の方の黒塗 りの人物をYと します。 この方は役場職

員ですか、それ とも第二者の方ですか。

〔田中総務課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 総務課長。

○総務課長 (田 中一省君)只 今吉岡議員の質問につきましては、明らかに不開

示情報 とい う形の中でお示 ししている中の部分でございまして、黒塗 りの部

分の言及 とい うのはここでは不開示情報でございますので回答は差 し控えさ

せて頂きます。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 不開示情報 とい う根拠を情報公開条例の 7条の第 1項の

2号 4号 とい う事で記載 されてお りますけれ ども、 2号 とい うのは、氏名は

入ってお りません。思想信条 とかその他家族構成 とかあ りますけれ ども、氏

名は入ってお りません、従って 1青報公開条例の対象ではあ りません。それか
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らもう一点はこれを公開する事によって犯罪の予防、捜査、公共の安全、秩
序維持、支障がある恐れがあるなどとあ ります。常識的に考えて土地の売買
交渉する時に反社会的勢力の所謂反社会的勢力で言われる人達の団体 との交
渉ではあ りません。ないはずです。ですから、情報公開条例第 7条による不
開示 とい うのは、私は納得 してお りませんので、状況 として質問してお りま
す。 どうしても公表 しないとい うのであれば審議を続けるしかありません。
次回もや りとり消耗 しますので、そこだけは申し上げます。私が聞いている
のは情報公開条例の対象になっていない とい う点だけ指摘 しておきます。

〔田中総務課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 総務課長。

○総務課長 (田 中―省君)只 今の指摘を受けましたけれ ども、情報公開条例の
7条の部分につきまして、あくまでも不開示 と。その内容につきま しては、
その名前を公表するにあた り社会的不利益を被るとい う部分も一つ解釈的に
ございます。以上です。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 社会的不利益 とい う事は必ず しもそ うい う条文にはなっ
てお りません。 しか しここで議論をするには中身を深めるには支障があ りま
すので一応私は異議あるとい う事で別に議運があ りますね、議運の中で協議
できれば取 り諮って頂きたいと思います。続けて質問致 します。同じ回答が
くるかもしれませんが、確認 します。協議録の 2つ 目のタイ トルがあ ります。
協議録が色々書いてあ りますけれ ども、1つ 目のタイ トルは協議の結果です。
2つ 目のタイ トルが何 と書いてあるのか分か りませんが全部黒塗 りになって
お ります。2つ 目のタイ トルが 1回 目から 11回 目全て黒塗 りになってお りま
すけれ ども、名前を言えますか。 どうぞ。

〔田中総務課長挙手〕

○総務課長 (田 中―省君) はい。
○議長 (牧田弘満君)総 務課長。
○総務課長 (田 中―省君) 吉岡議員の今の質疑の部分ですけども、本件通告さ

れている内容と逸脱されていると思いますが、当初の部分については (1)
(2)の部分ですけどどの部分を指して質疑をされているのか、反問権を使

いたいと思うのですが宜しいですか、議長。

… 19-
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○議長 (牧田弘満君)反 問権ですか。使いますか。

○総務課長 (田 中―省君) はい。その、

03番 (吉岡政昭君) 時間止めて下さい。反問権ですから。

○総務課長 (田 中―省君) 反問権ですから時間は止まると理解 しています。

03番 (吉岡政昭君) はい。

○総務課長 (田 中―省君)只 今先程吉岡議員の黒塗 りの交渉では何故 2000万 も
の弁償をさせたのか分からない真実を問 うとい う形の中で (1)(2)(3)
の部分の通告がされているわけでございますけれ ども、その通告内容に沿っ

た答弁なのかその今の話を聞いていると個人情報保護法の黒塗 り不開示をし

た理由の部分を先程か ら聞かれていると、するとその順番がわからずこちら

の答弁の方 も困惑 している状態でございますので、この逸脱 した部分に対 し

ての根拠をお示 しして頂きたいと思います。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君)ま ず私の町民に示 したタイ トルは何故 2000万 円もの弁償

されたのか分か らないと、黒塗 り交渉記録では。これがメインタイ トルです。

町民は黒塗 りされた交渉記録 とい う事に大きな関心を持っているはずです。

従って質問項 目の中に何故黒塗 りをされたのかタイ トルー本入れてお りま

す。以前のように沢山細かくい うと回答云々その何ですか、出せないとい う

方向性が示 されましたから、それならば大枠にして質問をしているわけであ

ります。何故黒塗 りにされたのかってい うのは当然名前が黒塗 りにされてい

ない、いいですね。いやごめん黒塗 りにされている。でも情報公開条例では

名前は含まれていない。何故なのかそ うい うや り取 りがあるはずです。だか

ら、今 1番 目といえば、最後 1番 目のやつは当然質問致 します。通告書があ

る 1番 目とい うのは前回の議会の中で課長が場所変わ りました 7箇所にゴミ

捨てると言っているものを真ん中にしました、承諾書がない じゃないかと、

何故変わったのですかと質問したらそれは話 し合いで決めた、承諾書ありま

すかと言ったらないとい う事だか ら、その理由を含めて何故承諾書を作 らな

かつたのかつてい うのを聞きたいと思って特に上げてあります。時系列から

言えばこれは最初ですね。時系列から言えば。でも私が受け取った交渉記録

を読む と黒塗 りが随所にあります。真実が明 らかにな りません。だか ら町民

にはその黒塗 りの交渉状況 とい うものを訴えてお知 らせ して議会でも取 り上

げますよって事で取 り上げているわけです。 ここに掲げているものを質問し

ない と言っているのではありません。 ここに書いてある何故黒塗 りをされた

のかってい う事を問 うているわけです。その中の一つです。何故固有名詞が

黒塗 りされるのですか、情報公開条例の中に入っていませんよとい う事を言
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ってお ります。それから公開する事により生命、財産、社会的地位の保護、

又は犯罪の予防、捜査、公共の安全 と秩序の維持に支障が生 じる恐れのある

情報、そ うい う情報なのですか。土地のや り取 りの交渉は。名前を隠さなけ

ればならない人が入っているからもしか したらそ うい う人が入っているので

すかって事が逆に問われます。念の為に申し上げますけれ ども、個人情報条

例第 32号では、ごめんなさい第 9条では公益上必要になるものについては公

開をしなければならないと書いてあ ります。いいですね。公益上必要がある

のではないですか。不法投棄 されて更に言えば、後で触れますけれ ども、堆

肥 といわれるものが続々投げ捨てられてそれが賠償問題 と絡めて話合いがさ

れるわけでしょ。そ したらそこで黒塗 りになった原因だとか背景 とかって事

を問い糸Lすのは当た り前ではないで しょうか。宜 しいですか。だから、何も

通告に違反 してお りません。

〔田中総務課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)総 務課長。

〇総務課長 (田 中―省君)通 告違反 とい う事は申し上げてございません。何故

通告を無視 してご発言 されるのかとご意見を求めているのかとい う事の根拠

を示 して、お示 し下さい とい う事を言っただけでございます。それ と情報公

開条例の部分の 7条 の関係の公益上の流用による部分でございますけれ ど

も、これは明らかに情報公開法に基づ く第 7条の部分でございます。 この部

分は吉岡議員が発せ られた通 り、この開示請求における要請文書に不開示情

報が記録 されている場合であっても公益上特に必要があると認める場合は開

示請求書に対 し、行政文書を開示する事が出来るとい うのが情報公開法の第
7条、これを基準にして当方の当町の情報公開条例を作った次第でございま

す。ただこの部分につきましても公益上特に問題が特に必要があるとい う事
の部分を認める解釈もございます。 これは明らかに行政機関の町の高度の行

政的な判断により公にする事により当該保護すべき利益を上回る公益上の必

要性があると認められる場合を意味するとい う部分が法律解釈でもございま

す。ですからこれの情報を開示するかしないかの部分の判断においては公益

上上回る部分ではないとい う事 とそれ と交渉過程の断罪 とい う、決定ではな
い とい う部分 も含めてこれを非開示 としたところでございます。以上です。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) ちよっとお待ち下さい。行政側か ら反問権が使用 されま

したけれ ども、吉岡議員の真意はあくあでも公益を守る観点から黒塗 りにさ

れた氏名 も公表すべきだとい うご意見ですね。
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03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) ちょっと待って下さい。それに対 してあくまでも個人情

報の保護の観点から行政側は開示出来ないとい うお立場ですね。宜 しいです

ね。行政側は。はい。ここ平行線に終わ りますのでいつまで経っても結論が

出ないので次の質問に移って頂 くようお願い したいのですが、宜 しいですか。

吉岡議員、宜 しいですか。

03番 (吉岡政昭君) 宜 しいです。

○議長 (牧 田弘満君) 分か りま した、じゃあ時計を再度。はい、吉岡議員 どう

ぞ。

03番 (吉岡政昭君) はい。吉岡です。それでは次の質問にいきます。基本的

には同じような事をまた繰 り返 しますけれ どもこれはやむを得ません。今度

は氏名ではあ りません。 1回 目の協議の時に牟田氏の主張の中でいつまで建

設副産物の除去が終わ らせ るのか期限を決めてもらいたい と述べてお りま

す。 ところがその後が黒塗 りになってお ります。何 とこの牟田氏は発言 した

のですか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君)今 回その交渉の中身につきましてですね、様々な話

をされているわけでございまして、交渉に沿った内容の事 もございます し、

所謂世間話的な部分で個人情報に結びつ くようなお話もございましたのでそ

の部分を今回黒塗 りにさせて頂いたとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 次の質問にいきます。次に今年の 2月 議会の議事録によ

ります と塩谷課長は損害賠償金額に関して次のように報告 してお ります。 4

回 目の協議の時に口頭で 4000万 円とい う金額が要求 されたと。8回 目の協議

の時は正式な書面で牟田氏から 3500万円が要求 されたと書いてあります。質

問です。この正式な書面が提出された時当然牟田氏側から書面の内容の説明

があ りましたね、それからそれに対 してそれに参加 した塩谷氏は質問 した り

一定の意見交換があったので しょうか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) 当然色々なお話がございまして、その中で交渉を進
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めていったとい う事でございますけれ ども、今回その非公開としま した理由
につきましては先程総務課長 も述べたような内容になってございま して、第
2号の中に財産、所得等に関する情報であって特定の個人が識別 され得るも
のの内、知 られたくないと認められるものもございまして、第 4号につきま
しては公開する事によりまして人の生命、財産もしくは社会的地位の保護、
又は犯罪の予防、犯罪の捜査、その他の公共の安全 と秩序の維持に支障が生
じる恐れがある情報 とあ りまして、この 2つの号をもって根拠 とさせて頂い
たわけですけれ ども、この今回の案件ですけれ ども、既に個人の特定はされ
てお りますけれ ども、例えば国の開示不開示の決定基準を見ますと個人の尊
厳及び基本的人権の尊重の立場からプライバシーを中心とする個人の正当な
権利利益を最大限に保護する為特定の個人を識別出来る情報はもとより個人
識別のない個人情報であっても公にする事により個人の権利利益を害する恐
れのあるものを含めて個人に関する情報を原則 として不開示 としたものであ
るとありまして、全ての情報を開示するまではないと認識 してございまして、
今回その 3500万 とい う要求をされたわけですけれ どもそこにつきましては
お互いに納得するような形で交渉をしてきたとい う事であ ります。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君)答 弁者にお願い しますけどね、私は条文の事は把握 して
お ります し、それから一定必要な範囲で総務課長 も先程説明しました、だか
らね、長々と読み上げた りするのは勘弁 して下さい。質問にだけ答えて下さ
い。私が質問したのは、3500万要求、この正式な書面つてあ りますから、書
面で要求 した時に当然向こう側は内容を説明 したで しよ、それについては質
疑 とか町側で したのですねって聞いたのですから、事実だけを確認 している
のです。 したか してないかでいいですよ。 どうぞ。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長 どうぞ。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) してお ります。

〔吉岡議員挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) はい。実はですね、ここに協議記録があります。 ところ
が何 も書いてないのです。書いてあるのは別紙参照って事で書類は出たとい

、ヽ_´
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う記録だけあ ります。でも今言いましたように牟田氏側から内容の説明があ

ったなら記録 されているはずです。質問はしたのであれば質問の記録がある

はずです。勿論今言った理由で開示出来ないとい うなら黒塗 りの中かもしれ

ません。黒塗 り、その協議結果の報告がですよ、黒塗 りになるなら兎も角そ

れす らない。これ作 り直 したのですか。とい うのはね、穴 4つあるのですよ。

普通記録が穴あってコピー したら穴 2つで しょ、穴 4つあるじゃないですか。

疑問持ちますけど、これあれですか、作 り直 した云々はまぁ兎も角 としてこ

れの協議記録は正確に載っけていますか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) 協議記録につきま しては全然そのまま載っけている

わけでございま して、黒塗 りにする際にパ ソコンを使って黒塗 りにしてお り

ますので元々その原稿に黒塗 りをしたわけではなくて印刷 したものを加工 し

て提出しているとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君)今 印刷 したものを加工 してって事は削除 したって事です

か。これ下駄判を押 していますよ。これは皆に町長まで配 られたって書類で

しょ。その中に 3500万 円の内訳の説明があったとかそれについてどうい う質

疑をしたか書かれていませんよ。作 り直 ししたのですか。 もう一回確認 しま

す。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

〇建設課長 (塩谷慎嗣君) 作 り直 しはしてお りません。全てがそこに書かれて

お ります。交渉事につきましては今回非開示 とい う事にさせて頂いてお りま

す。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君 )

○議長 (牧 田弘満君 )

03番 (吉岡政昭君 )

は い 。

吉岡議員。

この公開非公開の問題、別に議論があるとしてもですね、
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肝心要のことが抜けているのですよ。簡単に言えばこの 3500万の要求ってい

うのは正式な書面出来たってい うのだか らこれは町民に対する請求書ではあ

りませんか。この 3500万は瀧前町長が払 う予定だったのですか。それ とも塩

谷課長が個人的に払 うのですか。税金で町民が払 うじゃないですか。町民に

対する損害賠償 とい ういわば請求書を寄越 してその内訳が書かれているじゃ

あ りませんか。お金を払 う町民が請求書の中身を知 らないのですか。その事

を私は問題にしているのですよ。いいですか。確認 します。この正式な書面、

2000万以上です、土地売買他にプラスあ ります。交換。このお金は、請求は

税金で払 うのですね。町民の税金で払 うで しょ。瀧前町長が払 うのではない

のでしょ。そ したら役場職員担当者が公表する時はいやこの中身は該当しま

せん。これは不当です。そ ういっていわば向こうの要求を圧縮 して本来こう

あるべきだと正 しい金額をそこで作 ります。生み出していく為の話 し合いで

はないのですか。町民は分からない じゃないですか。請求書の中身を見てな

いのだから。 とい う事でこれは請求書ではあ りませんか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君)3500万 円を請求 されたとい うことですけれ ども、そ

の請求に沿った形で 3500万支払ったとい う事ではなくて、あくまで 3500万

を基に払 うもの払わないものを精査 していって最終的には 2月 の臨時議会で

ご報告させて頂いたような中身でその場所です とか土地の売買を行っている

とい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君)私 は請求書かって聞いているのはまだ払っていない段階

の話ですよ。それでこれはおか しいとか何 とかってい うや り取 りを役場の担

当者が相手に対 してやる事でしょ。今のは交渉途中ではないのですよ。交渉

全部終わって しまってお金も払っちゃって土地も交換 して全部終了している

段階です。だから交渉記録はこうで したよってい うのは公開したって何の問

題 もありません。町民に対 してですよ。 ここでや り取 りするのはちょっと時

間の制約がありますから。次の質問に移 ります。いいですか。今の問題私は

納得 しませんよ。次の問題に移 ります。牟田氏は 2回 目の協議で売買契約を

締結するなら税金対策を考えてほしい と言ってお ります。これはどうい う意

味ですか。
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〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君) 建設課長。

〇建設課長 (塩谷慎嗣君) 土地に関しましては土地購入に際 しまして当然その

税が掛かるとい う事になると思 うのですけれ ども、そこが掛からないような

方法 とい うことでございまして、そこは公共事業で行 うのであれば土地を売

買する時にそこの手続きを行って税金が掛からないような方法もとれるので

すけれ ども、今回につきましてはそこの部分については適用出来なかったと
い う事ですけれ ども、ご本人様はそのように申していたとい う事でございま

す。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) はい。私はこうい う関係は素人です。 ド素人ですけれ ど

も、一応調べた範囲でいいます とね、不動産を取得するで しょ、そ したらい

わばお金が入るから税金が掛か ります。いわゅる不動産は所得税 とい うそ う
ですが、これの平均の税率は色々あるので しょうけど平均すると 20%位だそ

うです。 ところが賠償保障あ りますね、賠償金払 う、これには税金が掛から

ないそ うですね。私素人ですか らどこか専門家に訂正 してもらってもいいの

ですけれ ども、所得税、土地を売った或いは交換 した時の差額等を含めて税

金がかかる。でも損害賠償に掛かる税金はゼロだってい うのですよ。 ところ

が牟田氏は第 5回の協議の時にこう言っていますね、4000万 円の内損害賠償

金は 1000万円だと言っています よ。損害賠償金 1000万 円ってまぁふっかけ
てきたわけですが、ところが安平町が実際に損害賠償金いくら払ったかとい

うと 1770万、端数処理 します よ、1770万損害賠償金払っているのですよ。

相手は損害賠償 1000万だと要求 しているのに安平町が 770万 も多 く損害賠償

払っていますね。つま り税金が掛かってないのですよ。同じくお金払 うんで

も所得税 とか土地取得の関係で税金をそのまま真面 目に正直にバ ッと出す と

税金が掛かるでしょ、損害賠償の金額を増や してやってやると税金が掛から

ない じゃないですか。何故 770万 も相手が要求 している以上の金額を支払っ

たのですか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君)建 設課長。 //
○建設課長 (塩谷慎嗣君) 言葉尻を捕まえれば確かにそ うかもしれませんけれ

ども、今回の案件 3500万 を要求するとい うお話できてお ります元々。そこに
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交渉過程があって最終的に決めたのは 1700万位のお金 とですね、あと土地代
に 200万 円だったと思いますけれ ども、それで一応決着をつけたとい う事で

ございますのでそこは相手 としては 3500万を要求 したい と言っているとい

う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) じやあ確認 します。3500万を要求する内訳を全然教えて

くれないから、答弁を信 じるしかないけれ ども、3500万の中に 1700万 って

損害賠償入っていたのですか。 トータルが 4000万の時に 1000万 だっていっ

てたんですよ。3500万って言って金額の総額は減 らして更に損害賠償増や し

たって事ですか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) 1000万増や したとかそ うい う話ではなくて、3500

万円を要求 されてそこでそのまぁ交渉 していくとい う事でございま して、そ
の交渉の中身につきましては多種多様様々でございまして今回の決着の仕方
がそ うい う形になったとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) これや り取 りしてもちよっと限界あ りますから、ここで

止めたい と思いますけれ ども、ハ ッキリしているのは牟田氏側が要求 したの

は 1000万 です。損害賠償。町が払ったのは 1770万払っています。相手は元々

要求 してきた金額 よりも賠償金を多 く払っている。 100円 200円 多かったの

ではないのですよ。770万多く払っています。その事実をまず申し上げてお

きます。          

「

|_だ
フ

次の質問にいきます。私は役場組織という所が何かこうこの問題を巡って
一時的かもしれないけれども歪になったのではないかと思えてなりません。
例えば交渉記録の9回 目から11回 目までは未決済です。未決済というのはご

存知ですね。下駄判ですよ下駄判 これが付いているで しょ、普通公文書で

すから、ところが 9 、いいですね、9回 目か ら 11回 目までは下駄判

ヽ

ヽ

が付いてないのですよ。何も下駄判が付いてない。誰も決済 してなし
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よ。その中で色々や り取 りしたとい う事であります。私は、いいですか、こ

の問題について直接言ったら質問 しましたら、未決済だと、だからこれはど

うやってやったかとい うと担当課長が町長に口頭で報告 したのだと、こうい

う事であります。つま り、おまけに庁内会議を開いてないで しょ。 どこまで

の範囲でどれ位真実が伝わったかは分か りません。 しか し下駄判が使われて

いる時はとりあえず担当課含めて確認は行っていますが、下駄判を使わない

でずっといった 町長 と 課 と

そ して町長 に報告 した とい うよ うな話で私は一種の このブラ

し

ト

そ求f‐う11鼻ittif:|ま 子

卜常に強い疑問を感じますね。これ異常でありませ

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) 交渉の関係につきましては必ずその理事者に報告、

町長に報告って事はしますけれ ども、時間があれば当然その作 らなければな

らいんですけれ ども、やは りこの交渉事でやは り時 ヽ い
ン‐゙

し 次々に交渉を続けていかないと相手の気持五が変わるですとか、交渉
の方向が変わっていくとい ざいますので間髪処 I瞳 すね、

~交
T

渉をしていくとい う場面も当然ございましたのでその部分につきましてはじ

っくりその報告書を作れなかったとかそ うい う事 もございます。町長 と二人

きりでやったわけではなくて当然その間には副町長 も入っていました し、晴

報は共有はされていたとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

め ら たし い ヽ

と、 日寺に田丁 の交換が こうから言われているのです。土地のそ

の 山 この土地を交換 していいよとい う話が相手側から出ま した。それで

10回 目の時に、ごめんなさい、え―と、出たのです。メ理型塾2時_に珠軍」こユ_
選麹二[肇茎Lrき ています。皆 さん知っている通 り、 7箇所の場所に囲まれた

所 と、町有林の山林を交換すると話 しま したですね。それか らですね、それ

以外に、町有林をこうベル ト帯になっている所あ りますね。そこを要求 して

いるので よ。交換してくれって要求しています。そして 10回 目のそれが協

議です。 1回 目は町有林 と交換 していいよ、ごめん 9回 目ね。10回 目にはこ

の場所 とこの場所 とこの場所を交換 してくれって土地を増や しているのです

9回 目
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○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君)はい。具体的に言いますとね、こ99回奎坐■1回旦f昼三_



よ。そ して 11回 目の時は町側が 2000万 円で ど ■ド
｀
ス

/― ″リ か っ ヽ

ているのです。これ基本的にはアレでないですか。 しC と 町

長 も時々入ったようですけれ ども今の話だと。 これアレですか少なくとも町

内で正式なルー トで明らかになっている事ではあ りませんね。私はそ うい う

事ってあるのですかと、確かに交渉事ではあるけれ ども、税金を使 うのです

よ。それを決める過程で、未決済で事が進む、それは正常な行政のあり方で

すか。

〔村井副町長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 副町長。

○副町長 (村井克彦君) はい。土地売買の交渉の時にですね、色んなケースが

ございます。当然相手がある話である程度一定の方向性を出しながら交渉す

るのですが、即断即決 とい う事では当然ないわけですから、一つ一つ。例え

ば トップ同士が話すってい うケースがあ りますけれ ども、必ず担当者が我々

の方が一旦入って方向性を示 しながらやっていきますその中で決済が必要な

時は関係課で確認をとってから進めるとい うところもあ りますが、流動性を

持って交渉にあた りますのである程度のその方向性が固まるまでは決済 とい

うのは省略するケースもあるとい う事でございます。以上です。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 特殊な場合に決済を省略するってなってお りますけれ ど

もね。大体決済をとっているのですよ、この書類を見れば。だから極めて一

部の人だけ、町長を中心に一部の人だけで相手の中身を決まったとい う事で

あ りますけれ ども町有林の交換 3箇所 くれ と ねヽ、そ ヽ い うのは

じゃあ知っていま したか

〔村井副町長挙手〕

○議長 (牧田弘満君) 副町長。

○副町長 (村井克彦君 ) 細かい話のとこ て ませんけ

述■ど:塾ェ ー定の交渉の結果聞いてお りましたので、その中で逐次方向性だけ

は協議 させて頂いたとい うふ うに記憶 してお ります。以上です。

〔吉岡議員挙手〕
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03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 12回交渉、今の話は 11回までの話です。で、≦堕I襲理_

り未記録であ

、情報公開で請求 しましたら、互いに資料を元に交渉 してお

とい う回答があ ります。常識的に考えると私は理解出来ない

のですよ。2000万い とい 、おまけに土地 2

箇所、 1箇所だけでなく そうなってとか

拠 を示 し ね。その時に記録 しておりませんっていうのは私達には理

解出来ませんね。一般的な行政ってい うのはそんなところではないで しょう。

行政に限らず会社だってそ う思いますよ。そ うい う重要な交渉をすればする

ほど記録は大事ではないですか。 とい うのは記録を出して下さいって言った

ら互いに資料を元に交渉 しているので未記録です、記録 していませんってい

うのですよ。私は信 じられませんね。記録 しないで口頭でこうい う事をした

って町長に報告するのですか、どうですか。

〔塩谷建設課長挙手〕

ヽ

○議長 (牧 田弘満君 )

03番 (吉岡政昭君 )

とい はおかしく

い

ヽ_

量重」笙」翌2≦上 量 2_と正 た しど■立ヱ 」l笠ビL二主塾 全主 上4≦ 、今回交渉にはなんら

関係のない話でございま して、過去にその方がどうい う仕事をしていたとか、

その周辺でどうい う仕事をされていた方がいたとか、そんな書類をちょっと

作ってお話をしていたとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

吉岡議員。

それはね、ちょっと違 うのではないですか。12回 の時の

の れ ば いヽとかそうい

う話をしていますよ。その他掛かった経費 1000万 円だと、代替価格は土地代

2000万円だと、合計 3000万円になるよとい うような話をしています よ。そ

んな昔の昔話の策 に貰万ぼ語花行ち たのですか。いいですか、まず少 し先に

進みますね。 」=ノ|ヽ います よ ヽ ヽ

し ヽ え こ|れ笙役以上2_
ヽ に思います。 い それからもう一つ関連 して私はその

資料を元にこうしたってい うな らばその資料 ヽ

た。資料の提供を。そ したらこれは要するに交渉中のものだ、個人情報であ

- 30 -

ヽ
ヽ_

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) その,12回 13_回 の話でごどいますけれども、触 りだ

けお話しますとですね、塗」壁i埜1二_g22L壼こと整生と二」盪係ない尊C熙盪‐_過圭2_



る為に出せないつてい うって両者で記録 も残 さない、そ して売買契約を、損

害賠償等を決める交渉の時にです よ、資料を使ったのだと、その資料を出せ

ない理由を交渉中だか ら或いは個人情報の為に出せないとこう言ってお りま

す。まず

ん。それから個人情報 とい うけどそれは色々あったから、喋ったからかもし

れないけれ ども、どうしても個人情報でこれは開示出来ないのだと黒塗 りに

すればいい じゃないですか。問題はそこではないでしょ中心は。いくらの値
段になるかとか堆肥の値段がいくらだとか、弁償、損害賠償はいくらになる
とか、土地の交換の場合いくらになるとかって個人情報なんて関係ないでし

ょ、多くは。大半はですよ。それを交渉中だ、意味はあ りません。個人情報
である為ってい うのはね、それ も私は理由にならないと、納得 させ られない

と思いますよ。何故資料出来ないのですか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) あくまで個人情報が入っているという事で交渉なん
ですけどもずっとこれから進めていきまして 12月 の末に大方金額が決まっ

てこれでよ か の年 1月 4日 の 日にですね 本人様
か らまたお電話があ りま して、お話 を しま した らまたその話が元に戻って し

まった とかその話 しが行 った り来た りしただ とか非常に複雑な交渉 を してお

りま して、私 も本 当に体調 を崩 したよ うな感 じでずっ とや ってお りま したけ

れ ども、その中身につ ま の ございまヽ

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 今見せ られるものと見せ られないものがあると言いまし

た。見せられるものだけでも見せてくれたらいいじゃないですか、請求して
いるのだから。

次の質問にいきます。牟田氏 3回 目の協議の時です。去年の 11月 13日 で
すけれども牟田氏から次の発言がありました、いいですか。警察に届けるつ

る為マスコミに情

という

もりはないし、

い け

ヽ

ヽ ヽ

を公表すると記録しています。公表する
ぞ と私は聞 こえるのだけれども、いいですか、 るつもりはな
いし云々っていうのは想像すれば不法投棄の件についての事かなと理解しま
したけれども、問題は次ですよ。早期にこの問題を解決する為にマスコミに
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情報を流 し、町 が 去からやってきた事

町 とい うのは瀧前町政 じゃないですか、10 年間の。何 をや ったのか私は分か

りませんよ。そ こで質問です。マスコミが情報 を流 し過去か ら町がや ってき

た事 を公表す るとい う言葉 を貴方は どの よ うに受 け止 めま したか、交渉 して

いて。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君 ) こ の

た前々町 で

追分町時代に結構

やっていた方のも

たいな事を言った

ない部分ではござ

何 も問題はござい
1 み
し/ム_O

につきまして|

本当に古い話からの事で1こ の交渉相手の方 も古 くから旧町

関わ りのあった方ですね(事業をやっていた り色んな事を

ので、そこの話の中であった出来事をマスコミに言 うぞみ

のですけれ ども別に本人は本気で言ったのかそこは分から

いますけれ ども、我々としては別にそこは何を晒 されても

ませんと、ご自由にどうぞとい う感 じで交渉をしてお りま

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 私は過去から町がやつてきた事を公表するぞ とい うのは

一種の脅 し、1同喝だと受け止めざるを得ません。一般的にはそんな気がしま

すね。そ してよく分か らない黒塗 りの人も同席 してお ります。そこでいいで

すか、質問です。今過去の何やったかとい う話で したが、瀧町長にこれ報告

してお りますね。記録がありますから。 この牟田氏の発言について瀧前町長

はどんな反応、言葉を発 しましたか。或いは指示をしましたか。

〇議長 (牧 田弘満君) すいません今第 3回 目のその発言を聞いて前町長はどう

い う反応をしたか とい う事ですか。

という事つ て03番 (吉岡政昭君) そ うです。過去から た を公

を 3回 目の協議ですか らこれ決 です。瀧町長が判子押 しています よ。前

町長、だからそれを知っているわけだか らそれについて瀧前町長は何 と==■
、 、

「
ョ V'

い 聞いています。ヽ
不

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) ちょっとそこまでの細かい事は覚えていませんけれ
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ども特に受け答えするというか別に相手にしていなかったと、それがどうの

こうのっていう話でもなくあくまでも過去の話として捉えておこうという事

だと思います。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君 ) 過去の話とし か く言わなかった

と、ま そうい 私はそこがまた一つ信 じられません

ていますけれ ども、ましてや根拠のね。特に瀧町長の性格は私な りに把握 し

ない事でこれは侮辱ではないですか、過去にやってきた事をバラすぞなんて

言われたらこれは名誉毀損に関わる事 じゃありませんか。何を言っているか

そんな事をい うのだった ら名誉毀損で告訴するぞとかね、何を言っているか

と言い返 した り指示があったはずだと私は思ったのだけど、何 もなかったっ

てい うか らしかも過去の話だってい うか らだから過去からやってきた事を公

表するぞと相手は言ったのではあ りませんか。

次に移 ります。私は意見を申し上げてこれもう回答頂きま したから。瀧町

長は特に何 も言わなかったとい う事ですから次に移 ります。堆肥問題につい

て質問致 します。今年の 8月 の 20日 塩谷課長 と私 と米川、梅森、工藤秀一の

各議員で追分旭の産廃廃棄物不法投棄場所の視察を行いました。いいですか、

その時に非常に強い悪臭がありました。非常に異常な悪臭があ りました。私

と課長はその後草の中に入ってそ して状態をみましたら所謂ゲル状の状態で

ブワブワして悪臭の正体がそこにありました。そこでこの ドロ ドロ状態のも

のはなんですか、何だと理解 していますか。はい、課長お願い します。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君) 建設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) その前に先程瀧町長 とい う言葉が出ていましたけれ

ど、瀧町長の前の話だったとい う事でご理解 して頂きたい と思います。で今

の事、

03番 (吉岡政昭君) ちよっとお待ち下さい。私は、瀧町長は何 と言いま した

かと聞いたのです。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) その過去の話ってい うのは瀧町長の話ではなくてそ

の瀧町長の前の前の町長の本当に過去の話、

03番 (吉岡政昭君)追 分町時代の事を脅 されたようなものだとい う事ですね。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) はい。

03番 (吉岡政昭君) はい、一応分か りました。はい、どうぞ。

ヽ '

ヽ _
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○建設課長 (塩谷慎嗣君) あのすみません、脅 されたわけではなくあくまで交

渉中のお話 とい う事だったのでご理解頂きたいと思います。で、あのブワブ

ワだったとい う事で現地に行きましたところ元々交渉にあった堆肥、堆肥の

上に我々が上ったとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) 今堆肥 と言いました。 これ堆肥に対する認識が違 うよう

に思います。私が承知 している堆肥 とい うのは通常牛糞でも鶏糞でも完熟 し

ていると匂いはしません。だからあれは悪臭定かの物体です。堆肥ではない

はずです。そ うではありませんか。そ してそれを裏付ける牟田氏の答弁があ

ります。発言があ ります。彼は交渉記憶を読む と当初堆肥に掛かった経費は

1000万だとこう言ってきました。そ して 2万 5000立米か ら3万立米位は入

っているよと、いいですかここが大事なところですよ、堆肥は完熟 させた後

で販売する考えであったと言っているのですよ。つま り堆肥を置いてきたっ

てい うのではなくて堆肥を完熟する為のものをそこに置いたのだと、堆肥に

完熟 した ら売るつもりだったといってますよ、そ うしたら塩谷課長がそれを

読んでそんな事は聞いてないと発言 しているじゃありませんか。だか らあそ

こにあったのは少なくとも匂いがプンプンしているのはあの状態は堆肥では

ない とい う認識であ りますか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君)完 熟 している堆肥 とか完熟 していない堆肥 とい うレ

ベルの話かなと思います。堆肥を売るとか売 らないとかってい うのも、結局

売 らなかったけれ ども、売るにしてもちゃんと法律に則ってや らないと売れ

る事が出来ませんよとか色んな交渉の中で色んな話がございま したのでこれ

はご理解頂きたいと思います。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

〇議長 (牧田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) あれは産業廃棄物も多少関わった人は知っていると思い

ますけれ どもあれは堆肥前の状態で動植物性残澄に分類 される産業廃棄物で

す。動植物性残沿 とい うものです。ですからあれを捨てる場合は正式な手続
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きをして産業、ごめんなさい、廃棄物処理場の方に持っていかなければなり

ません。ところがあそこに持ち込まれたおります。そこでね、いいですか。

堆肥の量の関係でちょっとまずそこを聞きましょうか。あれは処理場に持っ

ていかなければならない動植物性残澄であったのではないですか。認識を伺

います。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧 田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君) 私が聞いている中では元々産業廃棄物処理場の会社

がその工場です とか動物性です とか植物性の工場残澄ってい うそ うい うもの

を引き受けまして許可を貰ってそこを肥料にするってい う仕事でこう販売す

るとい うそ うい う仕事をしている会社 と問いてお ります。

〔吉岡議員挙手〕

03番 (吉岡政昭君) はい。

○議長 (牧 田弘満君) 吉岡議員。

03番 (吉岡政昭君) そ うしたらこれ後でちょっと聞く事にな りますけどね、

先に聞きますけど、もしそれが堆肥だと或いは性質上販売搬入元ってい うの

がありますけれ ども、これを町としてはね、そこに場所を借 りてそ うい うも

のが置かれているってい う事を確認 したわけですから、町として確認する書

類があるのではありませんか。例えば肥料生産届出書 とか、肥料販売業務開

始届書或いは肥料堆肥の分析結果報告書、こうい うもののコピーを請求致 し

ましたか。

〔塩谷建設課長挙手〕

○議長 (牧田弘満君)建 設課長。

○建設課長 (塩谷慎嗣君)先 程 も申したのですけれ ども、ご本人その法律的な

事はご存 じなかったようで、先程 自分で販売するんだみたいな事を仰ってま

したけれ ども、そこには法律ってい う事がございまして、法律の則ってや ら

ないと販売出来ませんよとい うお話をしたとい う事でございます。

〔吉岡議員挙手〕

ヽ _

03番 (吉岡政昭君 )

○議長 (牧田弘満君 )

03番 (吉岡政昭君 )

は い 。

吉岡議員。

7回 目の記録を読みます と堆肥 と称する動植物性残澄は
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